
○睦沢町障害者グループホーム運営費補助金交付要綱 

平成２２年２月１９日 

告示第１１号 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、障害者の地域生活移行を促進するため、障害者の日常生活及び社会生

活を総合的に支援するための法律（平成１７年法律第１２３号）第５条に規定する指定共

同生活援助事業所（以下「グループホーム」という。）を運営する者に対し、その運営に

要する経費について予算の範囲内において補助金を交付することについて、睦沢町補助金

等交付規則（昭和５６年睦沢町規則第６号。以下「規則」という。）に定めるもののほか、

必要な事項を定めるものとする。 

（補助対象者） 

第２条 補助金の交付対象者は、睦沢町が援護の実施者である障害者が入居しているグルー

プホームとする。 

（補助対象経費） 

第３条 補助金の支給対象となる経費は、グループホームの運営に要する人件費、運営費等

の経費とする。ただし、入居者が負担する食材料費、家賃、光熱水費等を除く。 

（補助金の額） 

第４条 補助金の交付額は、別表に定める補助基準額と前条に規定する対象経費の実支出額

から寄付金その他の収入額を控除した額を比較して少ない方の額とする。ただし、障害者

の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく共同生活援助サービス

費、入院時支援特別加算、長期入院時支援特別加算、帰宅時支援加算、長期帰宅時支援加

算、人員配置加算を受けている場合は当該金額を除いた額を補助基準額とする。 

なお、補助基準額の適用に当たっては、月の初日の世話人配置、定員、障害支援区分に

よるものとする。 

２ 前項の補助金の交付額は、入居者が月の途中において入居又は退去した場合は日割計算

によるものとする。 

（交付の申請） 

第５条 規則第３条の規定により補助金の交付を申請しようとする者は、町長が定める期日

までに、交付申請書（様式第１号）を町長に提出しなければならない。 

（変更の承認） 

第６条 補助事業の内容等を変更、中止又は廃止しようとするときは、あらかじめ町長の承



認を受けなければならない。 

２ 前項の規定により補助事業の内容の変更等について町長の承認を受けようとするとき

は、変更承認申請書（様式第２号）を町長に提出しなければならない。 

（実績報告） 

第７条 規則第１２条の規定により実績報告をしようとするときは、実績報告書（様式第３

号）を町長に提出しなければならない。 

（交付の請求） 

第８条 規則第１５条の規定により補助金の交付の請求をしようとするときは、交付請求書

（様式第４号）を町長に提出しなければならない。 

（概算払の請求） 

第９条 規則第１６条の規定により補助金の概算払を受けようとするときは、概算払請求書

（様式第５号）を町長に提出しなければならない。 

（返還） 

第１０条 町長は、偽りその他の不正の手段により補助金の支給を受けた者があると認めた

ときは、その者から当該補助金の全部又は一部を返還させることができる。 

（補則） 

第１１条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は別に定める。 

附 則 

この要綱は、公示の日から施行し平成２１年４月１日から適用する。 

附 則（平成２３年１２月７日告示第３９号） 

この告示は、公示の日から施行し、平成２３年４月１日から適用する。 

附 則（平成２５年３月２９日告示第１３号） 

この告示は、平成２５年４月１日から施行する。 

附 則（平成２７年３月１０日告示第１５号） 

この告示は、公示の日から施行し、改正後の睦沢町障害者グループホーム運営費補助金交

付要綱の規定は、平成２６年４月１日から適用する。 

附 則（令和７年３月１８日告示第３１号） 

この告示は、令和７年３月１８日から施行する。 

 

 

 



別表（第４条関係） 

共同生活住居定員 障害支援区分 補助基準額（入居者１人当たり月額） 

人員配置区分 

６：１かつ人員配

置体制加算（以下

「加算」という。）

において１２：１

の加配あり 

６：１かつ加算に

おいて３０：１の

加配あり 

６：１ 

４人以下 区分１、非該当 １０８，０００円 ９４，０００円 ８５，０００円 

区分２ １２２，０００ １０７，０００ ９７，０００ 

区分３ １２７，０００ １１２，０００ １０２，０００ 

区分４ １５１，０００ １３６，０００ １２６，０００ 

区分５ １８８，０００ １７２，０００ １６２，０００ 

区分６ ２２７，０００ ２１３，０００ ２０３，０００ 

５人 区分１、非該当 ９３，０００円 ７９，０００円 ７０，０００円 

区分２ １０７，０００ ９２，０００ ８２，０００ 

区分３ １２６，０００ １１１，０００ １０１，０００ 

区分４ １４６，０００ １３１，０００ １２１，０００ 

区分５ １７７，０００ １６１，０００ １５１，０００ 

区分６ ２１６，０００ ２０１，０００ １９１，０００ 

６人 区分１、非該当 ８３，０００円 ６９，０００円 ６０，０００円 

区分２ ９７，０００ ８２，０００ ７２，０００ 

区分３ １１９，０００ １０４，０００ ９４，０００ 

区分４ １３９，０００ １２４，０００ １１４，０００ 

区分５ １７０，０００ １５４，０００ １４４，０００ 

区分６ ２１０，０００ １９６，０００ １８６，０００ 



4/エラー! ブックマークが定義されていません。 

 


